
令 和 ６ 年
８月９日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
（
環
境
政
策
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…

解
除
予
定
保
安
林
（
萩
市
）
（
森
林
整
備
課
）

一
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

保
安
林
予
定
森
林
（
森
林
整
備
課
）

一
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…

○
公
告

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
（
農
村
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

公
共
測
量
の
実
施
（
四
件
）
（
監
理
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
三
十
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
六
年
八
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

光
市
大
字
光
井
字
武
田
四
七
二
〇
の
一
部

二

特
定
有
害
物
質
の
種
類

砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物

山
口
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
六
年
八
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

萩
市
大
字
椿
東
字
如
意
ケ
岳
一
〇
四
六
八
の
三
〇

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備
及
び
干
害
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

山
口
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
六
年
八
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

下
関
市
菊
川
町
大
字
上
保
木
字
横
尾
三
六
九
か
ら
三
七
二
ま
で
、
字
湯
谷
一
〇
三
八
五

美
祢
市
東
厚
保
町
川
東
字
上
ケ
原
一
二
一
二
の
二
、
一
〇
四
九
七
、
一
一
九
五
七

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

下
関
市
菊
川
町
大
字
上
保
木
字
横
尾
三
七
〇
・
三
七
一
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）
、
三
七
二
、
字
湯
谷
一
〇
三
八
五
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

美
祢
市
東
厚
保
町
川
東
字
上
ケ
原
一
二
一
二
の
二
・
一
〇
四
九
七
・
一
一
九
五
七
（
以
上
三

筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

⚒

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

⚓

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係
る
市

一
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町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚔

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

産
部
森
林
整
備
課
及
び
関
係
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

（
一
四
二
）
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
ま
し
た
。

令
和
六
年
八
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
業
の
名
称

県
営
名
舟
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業

二

工
事
完
了
の
時
期

令
和
六
年
六
月
五
日

（
一
四
三
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
萩
土
木
建
築
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知

が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
六
年
八
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
及
び
地
形
測
量
）

二

作
業
の
地
域

萩
市
大
字
下
田
万

三

作
業
の
期
間

令
和
六
年
四
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
九
月
二
日
ま
で

（
一
四
四
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
国
四
国
農
政
局
南
周
防
農
地
整
備
事
業
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量

を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
六
年
八
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二

作
業
の
地
域

熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
上
田
布
施
及
び
大
字
下
田
布
施

三

作
業
の
期
間

令
和
六
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二

作
業
の
地
域

柳
井
市
伊
陸

三

作
業
の
期
間

令
和
六
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二

作
業
の
地
域

柳
井
市
伊
陸

三

作
業
の
期
間

令
和
六
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

（
一
四
五
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

二
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第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
広
島
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し

た
。

令
和
六
年
八
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
空
中
写
真
測
量
及
び
写
真
地
図
作
成
）

二

作
業
の
地
域

柳
井
市
、
大
島
郡
周
防
大
島
町
、
玖
珂
郡
和
木
町
並
び
に
熊
毛
郡
上
関
町
、
田
布
施
町
及
び
平
生

町
三

作
業
の
期
間

令
和
六
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
十
四
日
ま
で

（
一
四
六
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
山
陰
西
部
国
道
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
六
年
八
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
、
水
準
測
量
及
び
Ｕ
Ａ
Ｖ
レ
ー
ザ
測
量
）

二

作
業
の
地
域

長
門
市
三
隅
中

三

作
業
の
期
間

令
和
六
年
六
月
十
七
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
九
日
ま
で

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
及
び
水
準
測
量
）

二

作
業
の
地
域

長
門
市
仙
崎
、
東
深
川
及
び
三
隅
下

三

作
業
の
期
間

令
和
六
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
九
日
ま
で

二

山 口 県 報 （定期） 第 527 号令和６年８月９日 金曜日

三

山 口 県 報 （定期） 第 527 号令和６年８月９日 金曜日



令
和
六
年
八
月
九
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
六
年
八
月
九
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


